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２種類以上の年金を受給している場合の優先順位

二つ以上の年金を受給中の場合は、次に掲げる順序に従い、先の順位の年金から保険

料を特別徴収します。

１ 国民年金法による老齢基礎年金

２ 旧国民年金法による老齢年金又は通算老齢年金

３ 旧厚生年金保険法による老齢年金、通算老齢年金又は特例老齢年金

４ 旧船員保険法による老齢年金又は通算老齢年金

５ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金（厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成８年法律第８２号。以下「平成８年改正法」という。）附則第３条第

８号に規定する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）

６ 国民年金法による障害基礎年金

７ 厚生年金保険法による障害厚生年金

８ 船員保険法による障害年金

９ 旧国民年金法による障害年金

１０ 旧厚生年金保険法による障害年金

１１ 旧船員保険法による障害年金

１２ 国家公務員共済組合法による障害共済年金（平成８年改正法附則第３条第８号に規定す

る旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）

１３ 旧国共済法による障害年金（平成８年改正法附則第３条第８号に規定する旧適用法人共

済組合が支給するものに限る。）

１４ 国民年金法による遺族基礎年金

１５ 厚生年金保険法による遺族厚生年金

１６ 船員保険法による遺族年金

１７ 旧厚生年金保険法による遺族年金、寡婦年金又は通算遺族年金

１８ 旧船員保険法による遺族年金

１９ 国家公務員共済組合法による遺族共済年金（平成８年改正法附則第３条第８号に規定す

る旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）

２０ 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金（平成８年改正法附則第３条第８号に規定

する旧適用法人共済組合が支給するものに限る。）

２１ 旧国共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金（第５号に掲げる場合を除

く。）

２２ 国家公務員共済組合法による障害共済年金（第１２号に掲げる場合を除く。）

２３ 旧国共済法による障害年金（第１３号に掲げる場合を除く。）

２４ 国家公務員共済組合法による遺族共済年金（第１９号に掲げる場合を除く。）

２５ 旧国共済法による遺族年金又は通算遺族年金（第２０号に掲げる場合を除く。）

２６ 移行農林年金退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

２７ 移行農林共済年金のうち障害共済年金

２８ 移行農林年金のうち障害年金

２９ 移行農林共済年金のうち遺族共済年金
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３０ 移行農林年金のうち遺族年金又は通算遺族年金

３１ 旧私学共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

３２ 私立学校教職員共済法による障害共済年金

３３ 旧私学共済法による障害年金

３４ 私立学校教職員共済法による遺族共済年金

３５ 旧私学共済法による遺族年金又は通算遺族年金

３６ 旧地共済法による退職年金、減額退職年金又は通算退職年金

３７ 地方公務員等共済組合法による障害共済年金

３８ 旧地共済法による障害年金

３９ 地方公務員等共済組合法による遺族共済年金

４０ 旧地共済法による遺族年金又は通算遺族年金


